
 

 

 

 

 

 

 

鯖江市教育委員会 

６月定例会議事録 
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１ 会議概要 

○ 日 時  令和５年６月２０日（火）       午後２時５２分開会 

                          午後５時００分閉会 

○ 場 所  鯖江市役所４階第２委員会室 

○ 出席委員 

齋藤教育長 

笹本教育長職務代理者   蓑輪委員    柴田委員    春日委員 

○ 欠席委員 

なし 

○ 出席説明員 

服部事務部長           吉村教育審議官 

笠島教育政策課長         渡辺生涯学習課長 

○ 欠席説明員 

  田中健康福祉部長、山口文化の館副館長、井上文化課長、谷口スポーツ課長 

長崎保育・幼児教育課長 

○ 書記 

木原教育政策課参事 

○ 議事日程 

（１）開会の宣告  午後２時５２分開会 

（２）会議録署名人の指名  蓑輪委員  柴田委員 

（３）報告事項 

 報告第５号 臨時代理の報告について（鯖江市教育委員会個人情報の保護に関する

法律施行規則の制定について） 

 報告第６号 臨時代理の報告について（新横江公民館大規模改修工事（建築工事）

請負契約の締結について） 

 報告第７号 臨時代理の報告について（財産の取得について） 

（４）議案  

（５） 教育長の報告 

 ・学校経営ビジョンについて 

 ・教職員の時間外勤務について 

・部活動の地域移行について 

・水泳学習の民間委託と集約化について 

・６月議会について 

・鯖江中学校長寿命化改修について 

・県立高校の入試日程について 

（６） その他 

① 教育長および教育委員と校長会との語る会について 



 

② 「第２期教育大綱」の実現に向けた新しい社会教育・生涯学習の推進につい

て 

③ 令和４年度公民館活動実績報告について 

④ 鯖江中学校長寿命化改修工事の概要について 

⑤ 次期開催予定について 

７月定例教育委員会開催予定 

日 時  ７月２０日（木）午後２時 

場 所  鯖江市役所 ４階第２委員会室 

（７）閉会の宣告  午後５時００分閉会 

 

 

２ 会議大要 

 

（１）報告事項 

 報告第５号  臨時代理の報告について（鯖江市教育委員会個人情報の保護に関する法

律施行規則の制定について） 

【質疑】 

<委員> 

 鯖江市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行規則の上位の法令は何か。 

<教育政策課長> 

 個人情報の保護に関する法律および鯖江市個人情報の保護に関する法律施行条例になる。 

<教育長> 

 国の法律の大枠の中で各市町が条例を定めていくが、今回は国の個人情報保護法が改正

され、鯖江市の条例も法律の施行条例ということで、基本的には法律に基づくものとなる。

農業委員会、公平委員会などの行政機関も同様の改正となる。 

<委員> 

 今回の個人情報保護法の主な改正点は何か。 

<教育長> 

 国の統一の基準の中で個人情報を取り扱うことになったことが挙げられる。 

<教育政策課長> 

 これまで個人情報保護条例の中で規定されていたものとして、個人情報を例外的に取り

扱うか否かは、鯖江市個人情報保護運営審議会に諮って判断されていたため、近隣の自治

体でその取り扱いの判断が分かれることがあったが、デジタル化が進む中、デジタル庁が

創設された頃から市町によって取り扱いが異なるのは今の時代にそぐわないということで、

国としても早急に統一した整備が必要となったことが背景としてある。 

<教育長> 

 個人情報を外部に出す際の個人情報保護運営審議会への諮問が不要になったこと、個人



 

情報が「生存する個人に関する情報」と定義が全国で統一されたこと、個人情報漏えいの

報告が厳しくなったこと、千人以上の個人情報を保存しているものは、個人情報ファイル

簿の作成が義務づけられたことが挙げられる。 

 

 報告第６号  臨時代理の報告について（新横江公民館大規模改修工事（建築工事）請

負契約の締結について） 

【質疑】 

<委員> 

 公民館で行っていた社会教育活動は、工事期間中はどこで行われるのか。 

<生涯学習課長> 

 文化センターや他の公民館等を借りて講座を行う予定である。 

 

 報告第７号  臨時代理の報告について（財産の取得について） 

【質疑】 

<委員> 

 教職員のノートパソコン２０３台を購入するということだが、更新しなければならなく

なった台数分を取り換えるという認識でよいか。今後、更新しなければならないものはあ

るのか。 

<教育審議官> 

 今後更新しなければならない残りの台数は２５８台である。今回の２０３台は平成２８

年度に５年間のリース契約をしたもので、２年間の契約延長をしている。 

<教育長> 

 今回の更新にあたり、リース契約にするか購入するかについては財政当局と相談の上、

購入することに決定したものである。 

 

（２）議案審議 

なし 

 

（３）教育長の報告 

 ・教育長および教育委員と校長会との語る会について 

 ・「第２期教育大綱」の実現に向けた新しい社会教育・生涯学習の推進について 

 ・令和４年度公民館活動実績報告について 

 ・鯖江中学校長寿命化改修工事の概要について 

 

（４）その他 

７～８月の行事予定について 

 



 

 

議事録署名人  蓑輪 進一 

 

 

議事録署名人  柴田 直昌 


